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別表(第３条関係、第４条関係、第５条関係) 

補助対象事業及び補助対象経費 小美玉ブランド認定制

度要綱に基づく認定を

受けた者 

左記以外の者 

販売促進対策事業 

・商談会等出展料 

・インターネット販売環境整備

に要した経費 

・チラシ、パンフレット、包装

紙、シール等印刷物のデザイ

ン及び版に要した経費 

・販促グッズ、のぼり旗、看板

等製作に要した費用 

(最低ロット又は必要部数と

する) 

補助率 

補助対象経費の３分の

２ 

補助金限度額 

１団体につき30万円 

補助率 

補助対象経費の２分の

１ 

補助金限度額 

１団体につき10万円 

成分分析等事業 

・成分分析及び機能性分析等に

要した経費 

産品改良事業 

・産品の改良に要した経費 

・産品を加工品にするための試

作に要した経費 

対象外 

研修事業 

・産品の販売促進や改良に関す

る社内研修に係る講師謝金及

び講師交通費 

・産品の販売促進や改良に関す

る社外研修に係る受講料及び

交通費 

マーケティング事業 

・SNS広告等に要した費用 

・市場の動向や顧客ニーズを把

握するために要した費用 

補助率 

補助対象経費の３分の

２ 

補助金限度額 

１団体につき15万円 

 


